
数字は暫定値となります。       令和８年６月号 

埼玉県警察ホームページ https://www.police.pref.saitama.lg.jp/ 

 

草加警察署 

ホームページ 

主な取扱い 

４月 11 日～５月 10 日 

車上狙い ・・・２件 

部品盗 ・・・・１件 

自転車盗 ・・・１件 

器物損壊 ・・・１件 

人身事故・・・ ４件 

物件事故 ・・ 16 件 

駐車苦情 ・・ 25 件 

 

 

 

 令和 8 年９月１日から生活道路(中央分離帯がない狭い道路) 

   の法定速度が６０キロから 30 キロ 

   に引き下がるので運転手の方は注意！ 

   問い合わせは下記まで 

              警察庁ＨＰ   

  

 

不法就労とは？ 

 ●不法滞在者が働く場合 

 ●出入国在留管理庁から働く許可を受けていな  

  いのに働く場合 

 ●出入国在留管理庁から認められた範囲を超え 

  て働く場合 

 

外国人を雇用する事業主の皆様 

 

生活道路の法定速度が変わります 


